
東京都立産業技術高等専門学校奨学のための給付金支給要綱 
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（目的） 

第１条 東京都立産業技術高等専門学校奨学のための給付金（以下「給付金」という。）

は、東京都立産業技術高等専門学校（以下「都立高専」という。）に在学し、かつ、

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成 22年法律第 18号。以下「法」とい

う。）第３条に規定する就学支援金の支給を受ける資格を有する者及び東京都立産業

技術高等専門学校学び直し支援金の支給を受ける資格を有する者のうち、平成 26年

４月１日以降に入学したものの保護者等（法第３条第２項第３号の保護者等をいう。）

に対し、東京都の予算の範囲内において給付金を支給し、都立高専における教育に係

る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。 

 

（支給の対象及び額） 

第２条 当該年度の７月１日（家計急変世帯（保護者等全員の道府県民税所得割及び市

町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる者をいう。以下同

じ。）に対する給付金にあっては、東京都知事（以下「知事」という。）が別に

定める日。以下「基準日」という。）現在、次に掲げる要件を満たす者（以下「保

護者等」という。）に対して、授業料以外に必要な経費として給付金を支給する。 

（１）都立高専の学生のうち、法第３条の就学支援金の支給を受ける資格を有する者又

は東京都立産業技術高等専門学校学び直し支援金の支給を受ける資格を有する

者の法第３条第２項第３号に規定する保護者等であること。 

（２）東京都の区域内に住所を有すること。 

（３）次のいずれかの世帯に該当すること。 

ア 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 36条の規定による生業扶助（以下「生

業扶助」という。）が行われている世帯（以下「生活保護受給世帯」という。）  



 

イ 保護者等全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税である世

帯（以下「所得割額非課税世帯」という。）又は家計急変世帯（ウに該当する世

帯を除く。） 

ウ 所得割額非課税世帯又は家計急変世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯  

   （ア）基準日現在、当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で、通信制以外の高等学

校等（法第２条に規定する高等学校等（特別支援学校の高等部を除く。）を

いう。以下同じ。）の生徒等が２人以上おり、都立高専の学生がその２人目

以降に該当する世帯 

   （イ）基準日現在、当該世帯に扶養されている都立高専の学生以外に、扶養され

ている通信制の高等学校等の生徒等がいる世帯 

   （ウ）基準日現在、当該世帯に扶養されている高等学校等の生徒等以外に、15歳

（中学生を除く。）以上 23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯 

 

２ 前項の規定にかかわらず、都立高専の学生が次の各号のいずれかに掲げる場合に該

当するときは、給付金を支給しない。 

（１）  児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（平成 11年４月

30日付厚生省発児第 86号）による措置費等の支弁対象であって、見学旅行費又

は特別育成費（児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第７条第１項の母子生活

支援施設へ入所しているものを除く。）が措置されている場合 

（２） 基準日現在、当該年度の全ての期間において休学又は留学の許可を受けている

場合 

（３） ２校以上の学校に在学している場合であって、都立高専以外の学校で、給付金

と同等のものの支給を受けている場合 

（４） 過去に国公私立を問わず法第２条の高等学校等（修業年限が３年未満のものを

除く。）を卒業し、又は修了したことがある場合 

 

３ 給付金の額は、高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）交付要綱

（平成 26年４月１日文部科学大臣決定）によって文部科学大臣が交付する補助金の

額に基づき、知事が別に定める。 

 

（給付の申請） 

第３条 給付金の支給を受けようとする保護者等は、知事が別に定める期日までに、別

記第１号様式による東京都立産業技術高等専門学校奨学のための給付金受給申請書

に別表に定める別記第２号様式による扶養申立書その他の関係書類を添えて、知事に

提出しなければならない。 



 

２ 生活保護受給世帯において、各市区町村の福祉事務所が発行する生活保護受給証明

書から生業扶助を受給していることが確認できない場合は、前項に規定する申請書類

に加え、別記第３号様式による生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 36条の規定

による生業扶助（高等学校等就学費）受給証明書を提出するものとする。 

 

（給付の決定） 

第４条 知事は、前条の規定による申請書類の提出があったときは、速やかに当該申請

を審査し、支給又は不支給の決定をするとともに、別記第４号様式による東京都立産

業技術高等専門学校奨学のための給付金支給決定通知書又は別記第５号様式による

東京都立産業技術高等専門学校奨学のための給付金不支給決定通知書により、保護者

等に通知するものとする。 

 

（申請の撤回） 

第５条 前条の支給の決定を受けた保護者等は、決定の内容又はこれに付された条件に

対して異議があり、当該給付金の支給の申請を撤回しようとするときは、当該決定の

通知を受けた日から起算して 14日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しな

ければならない。 

 

（報告及び調査） 

第６条 知事は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、保護者等に対し報告

若しくは文書その他物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に調査させること

ができる。 

 

（給付金の額の通知） 

第７条 知事は、第４条の決定を行ったときは、別記第６号様式による東京都立産業技

術高等専門学校奨学のための給付金支給額通知書により、保護者等ごとへの給付金の

支給額を東京都公立大学法人理事長に通知する。 

 

（給付金の支給等） 

第８条 給付金の支給は、都立高専の学生一人につき年１回、通算３回を上限とする。

ただし、当該学生が東京都立産業技術専門学校学び直し支援金の支給を受ける資格を

有する場合は、通算４回まで支給することができる。 

２ 支給の方法は、原則として、保護者等の預金口座等への振り込みによるものとする。

ただし、給付金の支給を受けようとする保護者等から、学生負担金への充当に係る委

任状の提出があった場合は、当該給付金を当該保護者等が負担すべき学生負担金に充

当することができる。 



 

３ 給付金は、基準日現在の世帯の状況について行う確認に基づいて支給し、その後に

世帯の状況等が変化した場合や学生の休学又は退学等の事由が発生した場合におい

ても、追給又は返還（次条第２項の規定によるもの及び基準日に遡って変更が生じた

場合を除く。）は行わないものとする。 

 

（支給決定の取消し等） 

第９条 知事は、保護者等が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認め

られるとき又は給付金の支給の決定に付した条件その他法令又は給付金の支給の決

定に基づく命令に違反したときは、給付金の支給の決定を取り消すことがある。この

場合において、その旨を保護者等に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により給付金の支給の決定の取消しを受けた保護者等に対し、

期限を定めて給付金の返還を命ずるものとする。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第 10条 知事は、前条第１項の規定により、給付金の支給の決定を取り消した場合に

おいて、給付金の返還を命じたときは、当該命令に係る保護者等に対して、当該命令

に係る給付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該給付金の額（その一部

を納付した場合のその後の期間については、既納額を控除した額）につき、年 10.95

パーセントの割合で計算した違約加算金（100円未満の場合を除く。）を納付させる

ものとする。 

２ 知事は、給付金の返還を命じた場合において、当該命令に係る保護者等がこれを定

められた納期日までに納付しなかったときは、当該保護者等に対して、納期日の翌日

から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年 10.95パーセントの割合で

計算した延滞金（100円未満の場合を除く。）を納付させるものとする。 

   ３ 前２項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当

たりの割合とする。 

 

（違約加算金の計算） 

第 11条 知事は、前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、当

該命令に係る保護者等の納付した金額が返還を命じた給付金の額に達するまでは、そ

の納付金額は、まず当該返還を命じた給付金の額に充てるものとする。 

 

（延滞金の計算） 

第 12条 知事は、第 10条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返

還を命じた給付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の



 

期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものと

する。 

 

（他の補助金等の一時停止等） 

第 13条 知事は、保護者等に給付金の返還を命じ、保護者等が当該給付金、違約加算金

又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又

は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一

時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。 

 

（新入生に対する一部給付の早期化） 

第14条 知事は、前年度の課税証明書等及び当該年度の４月１日現在の状況に基づき、新

入生の保護者等に対し、給付金の４月から６月までの分に相当する額を前倒して支給す

ることができる。 

 

（その他） 

第 15条 特別の事情により、この要綱の定めるところによることが困難である場合には、

あらかじめ知事の承認を受け、その定めるところによる。 

２ この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関しては、東京都補助金等交付規則

（昭和 37 年東京都規則第 141号）及び東京都補助金等交付規則の施行について（昭

和 37年 12月 11日付 37財主調発第 20号）の定めるところによる。 

３ この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定め

る。 

 

 

附 則 

  

 この要綱は、平成 26 年 12月１日から施行する。 

 

附 則 

  

 この要綱は、平成 27年６月１日から施行する。 

 

附 則 

  

 この要綱は、平成 28年６月１日から施行する。 

 



 

 

附 則 

  

 この要綱は、平成 29年６月 20日から施行する。 

  

  附 則 

 

 この要綱は、平成 30年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

 

附 則 

 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 

第１条 知事は、令和２年度に限り、第２条に定める額に加え、オンライン学習に係る

通信費として、年額 10,000円（月額に換算する場合は 1,000円（６月から翌年３月

までの 10か月））を支給することができる。 

２ 前項の追加支給の決定を受けた保護者等は、当該追加支給について、通信費に充て

ることを誓約する別に定める誓約書を知事に提出する。 

 

第２条 この要綱は決定の日から施行し、令和２年４月７日から適用する。ただし、附

則第１条については、令和２年６月５日から適用する。 

 

附 則 

 

第１条 この要綱は決定の日から施行し、令和３年１月 28日から適用する。 

第２条 知事は、第２条第１項に定める支給の対象者に、支援が必要と考えられる教育

費を上乗せして支給することができる。 

２ 前項の上乗せ支給の額は、高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）

交付要綱（平成 26年４月１日文部科学大臣決定）によって文部科学大臣が交付する

補助金の額に基づき、知事が別に定める。 



 

３ 第１項の上乗せ支給は、給付金の支給回数として数えない。 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第３条関係） 

世帯区分 関係書類 

１ 生活保護受給世帯（生業扶

助が措置されている世帯） 

 

 

 

 

 

（１） 個人番号カードの写し等（個人番号カード

の写し、個人番号が記載された住民票の写

し又は個人番号が記載された住民票記載

事項証明書等。以下「個人番号カードの写

し等」という。） 

（２） 支払金口座振替依頼書 

（３） （２）の記載内容が確認できる通帳の写し 

２ 所得割額非課税世帯 

 

 

（１） 個人番号カードの写し等 

（２） 支払金口座振替依頼書 

（３） （２）の記載内容が確認できる通帳の写し 

（４） 保護者等に扶養されている 15歳（中学生

を除く。）以上 23歳未満の子の健康保険

証の写し（※１） 

（５） 扶養申立書（別記第２号様式） 

 ※１ 15 歳（中学生を除く。）以上 23歳未満の子の健康保険証から扶養者を確認で

きない場合は、保護者等から、15歳（中学生を除く。）以上 23歳未満の子の健

康保険証の他に別記第２号様式による扶養申立書を徴する。 


